
 
 

 

2008 年 5 月 13 日 

 

 

    

変額年金保険の販売開始について  

 

郵便局株式会社（代表取締役会長 川 茂夫、以下「郵便局会社」）及び株式会社ゆうちょ銀行 

（取締役兼代表執行役会長 古川洽次、以下「ゆうちょ銀行」）は、2008 年 5 月 29 日から全都道府

県１６１店舗（郵便局会社：７９局、ゆうちょ銀行：８２店舗）において、変額年金保険の販売を

開始いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。 

これにより、郵便局及びゆうちょ銀行の生活設計・資産形成コンサルティング商品を一層充実 

させ、今後ともお客さまの様々なニーズにお応えしてまいります。 

 

記 

 

１ 販売開始時期及び取扱店舗数（店舗数は累計、店舗名については別紙１参照） 

開始時期 郵便局会社 ゆうちょ銀行 

2008 年 5 月 29 日 79 局 82 店舗 

2008 年 9 月下旬～10 月（予定） 約 80 局(累計約 160 局) 約 80 店舗（累計約 160 店舗）

2009 年 1 月下旬（予定） 未定 約 70 店舗(累計全店舗) 

 

２ 取扱商品（各商品の概要については別紙２参照） 

類型 特徴 提携保険会社 商品名 

住友生命保険相互会社 たのしみＹＯＵ 

据置型 

保険料を一時で支払い、 

年金受取までの据置期間を

10 年以上とする商品 
アイエヌジー生命保険 

株式会社 

アイエヌジー 

すりーすてっぷ年金 

早期受取型 

保険料を一時で支払い、

年金受取までの期間を 1 年

とする商品 

三井住友海上メットライフ 

生命保険株式会社 
しあわせ定期便 

積立型 

保険料を月払いで支払い、

年金受取までの積立期間を

10 年以上とする商品 

アメリカン・ライフ・イン

シュアランス・カンパニー 
ゆうゆうつみたて年金

 
【報道関係の方のお問い合わせ先】 
郵便局株式会社 
 総務部 広報室（報道担当） 
電 話：０３－３５０４－４１２７ (直 通)  
ＦＡＸ：０３－３５９５－０８３９ 
 

株式会社ゆうちょ銀行 
コーポレートスタッフ部門広報部（報道担当） 
電 話：０３－３５０４－４４４０（直 通） 
ＦＡＸ：０３－３５８０－６７９９ 



変額年金保険サービスの特長 

 

 

○ 変額年金保険は、リスク・リターン特性において、既に販売している貯金・国債と投資信

託の間を埋める商品です。 
 

○ 幅広い年代のお客さまに豊かなセカンドライフに備える方法を提案するため、 

それぞれの年代のニーズにお応えできる商品ラインナップ 

①少額から積み立てながら増やして受け取る「積立型」 

②１０年以上の運用で増やしてから受け取る「据置型」 

③１年後から受け取りながら運用する「早期受取型」 

 

○ 「シンプル」で「わかりやすい」商品性 

①お客さまが払い込んだ保険料が１００％以上保証されます。 

（中途解約等をされる場合を除きます。） 

②ご契約に必要な最低保険料を低い水準(50 万円～300 万円)に抑え、加入しやすい。 

③保険料を運用するファンドは商品特性に合わせて選定してあるので、お客さまのご希望

に沿った方法による運用が可能です。 

④専用の商品名（愛称）をつけることで、商品に親しみやすくするとともに郵便局会社、 

ゆうちょ銀行の取扱商品であることがわかるようにしています。 

 

○ 全都道府県で購入が可能 

    郵便局会社、ゆうちょ銀行のきめ細かなネットワークにより、全国どこでも購入することが

できます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

変額年金保険取扱店舗・局一覧（2008 年 5 月 29 日現在） 

 

郵便局会社 ゆうちょ銀行 

都道府県 
局数 取扱郵便局 店舗数 取扱店舗 

北海道 ４ 
旭川中央、手稲、苫小牧、 

札幌南 
１ 札幌 

青森 １ 弘前 １ 青森 

岩手 １ 北上 １ 盛岡 

宮城 １ 仙台中央 １ 仙台 

秋田 １ 秋田中央 １ 秋田 

山形 １ 酒田 １ 山形 

福島 ２ 郡山、会津若松 １ 福島 

茨城 ２ 土浦、ひたちなか １ 水戸 

栃木 １ 足利 １ 宇都宮 

群馬 １ 伊勢崎 １ 高崎 

埼玉 ５ 
川越西、さいたま新都心、 

川口北、東松山、狭山 
４ さいたま、上尾、越谷、熊谷 

千葉 ２ 船橋東、千葉中央 ２ 柏、市川 

神奈川 ２ 相模原、青葉 ６ 
横浜、戸塚、藤沢、川崎、 

保土ヶ谷、鶴見 

山梨   １ 甲府 

東京 ７ 
武蔵府中、杉並、江戸川、足立、

八王子、本郷、日本橋 
１２

本店、深川、調布、渋谷、新宿、

蒲田、豊島、葛飾新宿、世田谷、

立川、目黒、武蔵野 

長野 １ 長野東 １ 長野 

新潟 １ 三条 １ 新潟中 

石川 １ 金沢南 １ 金沢 

富山 １ 魚津 ２ 高岡、富山 

福井 １ 敦賀 １ 福井 

岐阜 １ 多治見 ２ 岐阜、大垣 

静岡 ２ 三島、浜松西 ２ 静岡、沼津 

愛知 ５ 
名古屋中央、春日井、豊橋南、 

瑞穂、常滑 
３ 名古屋、岡崎、一宮 

三重 ２ 津中央、伊勢 １ 四日市 

滋賀 １ 八日市 １ 大津 

京都 ２ 京都西、右京 ３ 京都、伏見、京都北 

大阪 ４ 平野、高槻、東淀川、枚方北 ５ 
大阪、茨木、大阪城東、堺、 

寝屋川 

奈良 ２ 奈良中央、橿原 １ 奈良 

別紙１ 



 
郵便局会社 ゆうちょ銀行 

都道府県 
局数 取扱郵便局 店舗数 取扱店舗 

兵庫 ３ 尼崎、姫路南、長田 ３ 神戸、明石、西宮 

和歌山 １ 田辺 １ 和歌山 

鳥取 １ 米子 １ 鳥取 

島根 １ 出雲 １ 松江 

岡山 １ 津山 １ 岡山 

広島 ２ 安佐南、広島東 ２ 広島、呉 

山口 １ 宇部 １ 山口 

徳島 １ 鳴門 １ 徳島 

香川 １ 坂出 １ 高松 

愛媛 ２ 新居浜、松山西 １ 松山 

高知 １ 南国 １ 高知 

福岡 ２ 福岡中央、八幡南 ２ 博多、北九州 

佐賀 １ 鳥栖 １ 佐賀 

長崎 １ 長崎北 １ 長崎 

熊本 １ 熊本中央 １ 熊本 

大分 １ 中津 １ 大分 

宮崎 １ 都城 １ 宮崎 

鹿児島 １ 鹿児島中央 １ 鹿児島 

沖縄 １ 那覇中央 １ 那覇 

合計 ７９  ８２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２  

 

（１-１）据置型 

提携保険会社 商品名 

住友生命保険相互会社 たのしみＹＯＵ 

特徴 

■据置期間（10 年以上）中は、一時払保険料を特別勘定で運用し、据置期間満了後、年金（ま

たは一時金）でお受け取りいただくシンプルな変額年金保険です。 

■据置期間中の死亡給付金および据置期間満了時の年金原資には、一時払保険料相当額の最低

保証があります。 

■特別勘定投入前の契約時初期費用はかかりませんので、効率的な運用が期待できます。 

 

□ 当商品のリスクについて

この保険は、年金額、給付金額、解約返戻金額等が特別勘定資産の運用実績に基づいて増減する

しくみの年金保険です。特別勘定資産は、投資信託を通じて国内外の株式・債券等に投資されま

すので、特別勘定の資産運用には、価格変動リスク、金利変動リスク、為替リスク、信用リスク

等の投資リスクがあります。株価や債券価格の下落、為替の変動等により、解約返戻金等のお受

取りになる金額の合計額が、一時払保険料の額を下回る可能性があります。 

 

□ 諸費用について 

この保険では以下の諸費用をご負担いただきます。 

ご契約時 
(契約時 

初期費用) 
契約時初期費用はありません 

保険契約 

関係費 

特別勘定の積立金額に対して次の割合（年率）にて、積立金額

から控除します。 

・据置期間に応じて：1.10%～1.85% 

・運用実績 1.5%超の場合、超過分 1％あたり、0.05%を 

上記費用に上乗せ（上乗せ部分の上限は 1.0%） 

据置（運用） 

期間中 

資産運用 

関係費 

投資信託の信託財産に対し、年率 0.23625%程度（消費税込）を、

積立金額から控除します。 *1、*2 

年金支払期間中 

遺族年金支払期間中 
年金管理費 

年金年額に対し 1.0%を、毎年の年金支払日に控除します。 

（2008 年 5 月現在、料率は将来変更になることがあります）

解約・一部解約時 解約控除 
契約日から 8年未満の解約・一部解約（減額）の場合、経過年

数に応じて、6%～0.75%を積立金額から控除します。 

*1:資産運用関係費は、各投資信託の価格の変動等に伴う資産配分比率の変動により、年率

0.23625％（消費税込）を上回ることもあります。 

*2:その他お客さまにご負担いただく費用には、信託事務の諸費用（監査報酬等）、有価証券の売

買委託手数料および消費税等の税金がかかりますが、費用の発生前に金額や割合を確定する

ことが困難なため表示できません。 

 

□ その他ご留意いただきたい事項について 

・ この保険では、年金原資について最低保証がありますが、年金原資が最低保証されるためには、

お申込時にご指定いただく据置（運用）期間満了まで運用していただく必要があります。 

・ ご契約の解約、一部解約を行った場合、解約返戻金には最低保証はありません。 

 

 

 

 



（１-２）据置型 

提携保険会社 商品名 

アイエヌジー生命保険株式会社 アイエヌジーすりーすてっぷ年金 

特徴 

■ 「ふやす」「まもる」「つかう」の 3つの機能を兼ね備えた変額年金保険です。 

■ お客さまの大切なご資産を、国内外有数の運用会社 5社による厳選されたファンド（投資

信託）に投資する特別勘定「ＪＰオールスターバランス３５」により、じっくり育てます。

■ 据置期間（10 年以上）満了時の年金原資と死亡給付金額には、積立金が 3段階の一定額（す

りーすてっぷ）に到達すると切り上がるステップアップ金額の最低保証があり、安心です。

■ 満期時には様々な受取方法を選択でき、一括受取した場合にも、年金原資は最低保証され

ます。 

 

□ 当商品のリスクについて

この保険は、年金額、給付金額、解約返戻金額等が特別勘定資産の運用実績に基づいて増減する

しくみの年金保険です。特別勘定資産は、投資信託を通じて国内外の株式・債券等に投資されま

すので、特別勘定の資産運用には、価格変動リスク、金利変動リスク、為替リスク、信用リスク

等の投資リスクがあります。株価や債券価格の下落、為替の変動等により、解約返戻金等のお受

取りになる金額の合計額が、一時払保険料の額を下回る可能性があります。 

 

□ 諸費用について 

この保険では以下の諸費用をご負担いただきます。 

ご契約時 
契約 

初期費用 

一時払保険料に対して 5.0％を、特別勘定への繰入前に控除

します。 

保険契約 

関連費用 

特別勘定の積立金額に対して年率 2.65％を、積立金額から

控除します。 据置（運用） 

期間中 資産運用 

関連費用 

投資信託の信託財産に対して年率 0.315％程度（消費税込）

を、積立金額から控除します。*1、*2 

年金支払期間中 

遺族年金支払期間中 
年金管理費 年金年額に対し 1.0％を、毎年の年金支払日に控除します。

解約・一部解約時 (解約控除) 解約控除はありません 

*1: 資産運用関連費用は、各投資信託の価格の変動等に伴う資産配分比率の変動により、年率

0.315％（消費税込）を上回ることもあります。 

*2: その他お客さまにご負担いただく費用には、信託事務の諸費用（監査報酬等）、有価証券の

売買委託手数料および消費税等の税金がかかりますが、費用の発生前に金額や割合を確定す

ることが困難なため表示できません。 

 

□ その他ご留意いただきたい事項について 

・ この保険では、年金原資について最低保証がありますが、年金原資が最低保証されるためには、

お申込時にご指定いただく据置（運用）期間満了まで運用していただく必要があります。 

・ ご契約の解約、一部解約を行った場合、解約返戻金には最低保証はありません。 



（２）早期受取型 

提携保険会社 商品名 

三井住友海上メットライフ生命保険株式会社 しあわせ定期便 

特徴 

■ すぐに受取る。ずっと受取る。 
ご契約の 1 年後から、一生涯の年金をお受取りいただけます。たとえ、積立金がなくなっても被

保険者が生存中、一生涯にわたって年金をお受取りいただけます。 

■ 年金を６分割して、お受取りいただけます。 
お受取り回数が年６回の場合、奇数月に年金をお受取りいただけます。 

また、お申込時にご指定いただくことにより、年１回のお受取りも選択いただけます。 

■ 年金額のステップアップが期待できます。 
積立期間中と年金受取期間中は積立金を特別勘定で運用します。 

特別勘定の運用実績により、お受取りいただける年金額のステップアップが毎年期待できます。

■ 払込保険料相当額の 100%を最低保証します。 
積立期間中の死亡保険金と年金受取期間中の受取総額（死亡一時金額と受取年金累計額を合算し

た額）は、払込保険料相当額を下回ることはありません。 

 

□ 当商品のリスクについて
この保険は、年金額、給付金額、解約返戻金額等が特別勘定資産の運用実績に基づいて増減する
しくみの年金保険です。特別勘定資産は、投資信託を通じて国内外の株式・債券等に投資されま
すので、特別勘定の資産運用には、価格変動リスク、金利変動リスク、為替リスク、信用リスク
等の投資リスクがあります。株価や債券価格の下落、為替の変動等により、解約返戻金等のお受
取りになる金額の合計額が、一時払保険料の額を下回る可能性があります。 

 

□ 諸費用について 

この保険では以下の諸費用をご負担いただきます。 

ご契約時(増額時) 
契約 

初期費用 

一時払保険料等（新契約時・増額時）に対して 3.0％を、
特別勘定への繰入前に控除します。 

保険関連費
特別勘定の積立金額に対して年率 2.44%を、積立金額から
控除します。 

運用期間（積立期間・

保証金額付特別勘定終

身年金受取期間）中*1
資産運用 

関連費 

投資信託の信託財産に対して年率 0.1995%程度（消費税

込）を、積立金額から控除します。*2、*3 

解約・一部解約時 解約控除 
契約日・増額日から解約日までの年数が 10 年未満の場
合には、契約日・増額日からの経過年数に応じて 3.4％～
0.4％を積立金額から控除します。 

*1: 一般勘定で運用する年金種類に変更した場合には、年金受取期間中に年金管理費として、
年金受取額に対して 1.0％を年金受取日に控除します。 

*2: 資産運用関連費は、各投資信託の価格の変動等に伴う資産配分比率の変動により、年率
0.1995％（消費税込）を上回ることもあります。 

*3: その他お客さまにご負担いただく費用には、信託事務の諸費用（監査報酬等）、有価証券の
売買委託手数料および消費税等の税金がかかりますが、費用の発生前に金額や割合を確定
することが困難なため表示できません。 

 

□ その他ご留意いただきたい事項について 

・ 受取総額の保証は課税前のものであり、課税後の受取総額によってはお支払い総額を下回る可能性が

あります。  

・ ご契約の解約、一部解約を行った場合、解約返戻金には最低保証はありません。 

・ 運用実績によっては年金額がステップアップしない場合があります。 



（３）積立型 

提携保険会社 商品名 

アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー ゆうゆうつみたて年金 

特徴 

■“気軽にはじめる”をコンセプトとした積立タイプ(10 年以上)で、なおかつ元本確保型の新

しい変額個人年金保険です。ご契約時の一時払保険料は 50 万円から加入でき、定期的な積

み立ても 1万円から可能なほか、余裕資金があるときには増額が可能です。 

■また、「年金」と「万一の場合の保障」を合計して、保険料の払込累計額を確実にお受け取り

いただけます（据置期間中に減額をしなかった場合）。お客様の年金資産の準備に向けた多

様なニーズにお応えする商品です。 
 

□当商品のリスクについて 
この保険は、年金額、給付金額、解約返戻金額等が特別勘定資産の運用実績に基づいて増減する

しくみの年金保険です。特別勘定資産は、投資信託を通じて国内外の株式・債券等に投資されま

すので、特別勘定の資産運用には、価格変動リスク、金利変動リスク、為替リスク、信用リスク

等の投資リスクがあります。株価や債券価格の下落、為替の変動等により、解約返戻金等のお受

取りになる金額の合計額が、一時払保険料の額を下回る可能性があります。 
 
□ご負担いただく費用について 
この保険では以下の諸費用をご負担いただきます。 

ご契約時(増額時) 
契約時 

費用 

一時払保険料等（新契約時・増額時）に対して 4.0％を、特別

勘定への繰入前に控除します。 

保険関係 

費用等 

特別勘定の積立金額に対して次の割合（年率）にて、積立金額
から控除します。 
・ 保険関係費用：0.85％ 
・ 純保険料：1.15％ 
・ 追加純保険料（到達年齢 75 歳以後）：0.3％ 
・ 追加維持費用（基本給付金額が 200 万円未満の場合）：0.5％

運用期間（据置期

間・元本確保型終身

年金受取期間）中 

*1、*2 
運用関係 

費用 

投資信託の信託財産に対して年率 0.945%程度（消費税込）を、

積立金額から控除します。*3、*4 

解約・一部解約時 解約控除 

契約日・増額日（規則的増額による増額日を含みます）から解

約日までの年数が 10 年未満の場合には、契約日・増額日から

の経過年数に応じて 4.0%～0.4%を積立金額から控除します。

*1: 一般勘定で運用する年金種類に変更した場合には、年金受取期間中に年金管理費として、年

金受取額に対して 1.0％（2008 年 5 月現在、料率は将来変更になることがあります）を年金

受取日に控除します。 

*2: 任意増額に対する純保険料および追加純保険料は、増額時に決定します。 
*3: 運用関係費用は、各投資信託の価格の変動等に伴う資産配分比率の変動により、年率 0.945％

（消費税込）を上回ることもあります。 

*4: その他お客さまにご負担いただく費用には、信託事務の諸費用（監査報酬等）、有価証券の

売買委託手数料および消費税等の税金がかかりますが、費用の発生前に金額や割合を確定す

ることが困難なため表示できません。 
 
□ その他ご留意いただきたい事項について 

・ 受取総額の保証は課税前のものであり、課税後の受取総額によってはお支払い総額を下回る可能性が

あります。 

・ ご契約の解約、一部解約を行った場合、解約返戻金には最低保証はありません。 

 


